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「引き下げは違法」 歴史的勝訴判決 
 大阪地方裁判所第２民事

部（森鍵一裁判長）は２月 22

日、生活保護基準の引き下げ

処分は違法とする判決を言

い渡しました。2014 年 12 月

の提訴から６年間、原告・弁

護団・支援者が力を合わせて

たたかってきた裁判で、全国

初の勝訴判決を勝ち取りま

した（４団体共同声明は裏面

に掲載）。 

全国を励ます勝利 

 原告代表の小寺アイ子さ

んは、「勝訴に涙が止まらな

い思いです。弁護団や支援者

の応援が力になり、今の生活

が苦しいと訴えることがで

きた。この勝訴が全国を励ま

す大きな力になると思いま

す」と話しました。 

 同じく原告代表の新垣敏

夫さんは、「判決はうれしく

て涙があふれてきた。国は控

訴するでしょうが、体に気を

つけて誰ひとり欠けること

なくたたかいましょう」と述

べました。 

力を合わせて勝利した 

 全大阪生活と健康を守る

会会長の大口耕吉郎氏は、

「弁護団は原告に寄り添い、

徹底してその生活実態を裁

判で訴えてくれた。名古屋の

不当判決を受けて、世論に訴

えるため宣伝活動に取り組

み、８千筆を超える署名を集

めた。こうしたたたかいが、

勝利に結びついた」と活動を

振り返りました。 

 大阪の会は国に対し、控訴

を断念するよう求めます。 
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【 声  明 】 

生活保護引下げ違憲訴訟（いのちのとりで裁判）

大阪地裁判決について 
 

                ２０２１（令和３）年２月２２日 

生活保護基準引下げ違憲訴訟大阪原告団 

生活保護基準引下げ違憲訴訟大阪弁護団 

いのちのとりで裁判全国アクション 

生活保護引き下げに NO！全国争訟ネット 

 

本日，生活保護利用者４２名が、国及び各自治体を被告として、２０１３年から３回

に分けて行われた生活保護基準の見直しを理由とする各保護変更決定処分（生活保護基

準引下げ）の取消等を求めた裁判について、大阪地方裁判所第２民事部（森鍵一裁判長）

は、原告らの国家賠償請求は棄却したものの、各処分を違法であるとして取り消すとい

う、画期的な判決を言い渡した。現在全国２９都道府県で１０００人近くの原告が闘っ

ているが、本日の判決は、昨年６月の名古屋地裁における不当判決を克服した、初の

勝訴判決である。 

本判決は、今回の引下げの名目とされた①「デフレ調整」、②「ゆがみ調整」のうち、

①「デフレ調整」について、特異な物価上昇が起こった平成２０年を起点に取り上げて

物価の下落を考慮した点、生活扶助相当 CPI という独自の指数に着目し、消費者物価指

数の下落率よりも著しく大きい下落率を基に改定率を設定した点において、統計等の客

観的な数値等との合理的関連性や専門的知見との整合性を欠き、生活保護法３条、８条

２項の規定に違反し違法であると判断した。 

本判決は、国家賠償請求こそ認めなかったとはいえ，原告らの置かれた厳しい生活実

態を真摯に受け止め、国が行った生活保護基準引下げを問題とし、裁量逸脱を認めた。

健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を具体的に保障する歴史的な勝訴判決であ

る。 

生活保護基準は、他の諸制度や諸施策と法律上、事実上連動し、ナショナルミニマム

（国民的最低限）として市民生活全般に重大な影響を及ぼす。特に、新型コロナウイル

ス感染拡大の影響が長期化し、菅首相が国会で「最後は生活保護がある」と答弁するな

ど生活保護が果たすべき役割の重要性が再認識されつつある中、このような判決が言い

渡されたことの意義は大きい。 

私たちは、国に対し、本判決の意義を重く受け止め、控訴せず本判決を確定させるこ

とを求める。加えて、違法に保護費を下げられた生活保護利用者に対して真摯に謝罪し、

その健康で文化的な生活を保障するため、２０１３年引下げ前の生活保護基準に直ちに

戻すことを求める。 

以上 

                                


